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令和 6 年 12 月 4 日  市長定例記者会見 

 

 

 

 

 

１ 概要 

本市においては、西条酒蔵通り地区の歴史的な町並みを面的に保存し次世代に引き継いでいくため、

平成 30年度から令和 2年度にかけて、西条酒蔵通り地区伝統的建造物群保存対策調査を実施し、その

成果を受けて、令和 3年 9 月に市伝統的建造物群保存地区保存条例を制定。これに基づいて市伝統的

建造物群保存地区保存審議会を設置し、伝統的建造物群保存地区の範囲やルール案を作成するととも

に、これまで 2年間にわたり住民説明会を行ってきた。 

  地域住民の皆さんにこれまで以上に関心をお寄せいただき、ともにまちづくりを考える機会を創出

するため、この度初めてワークショップを開催。地域の方々とともに、伝統的建造物群保存地区制度

を導入することにより町がどう変わっていくのか、他の重要伝統的建造物群保存地区でまちづくりに

携わる住民の方の先進事例について学ぶ。 

 

２ 開催内容 

（１）日時   令和 6年 12月 15日（日）13:00～16:00 

（２）会場   芸術文化ホールくらら サロンホール（定員：100名） 

（３）内容 

【第 1部】 

既に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている地区において、さまざまなまちづく 

り活動を展開している先進事例や実践上の課題等について学ぶ。 

①津山市城西地区の事例 

②石川県白山市白峰地区の事例 

③広島県竹原市町並み保存地区の事例 

【第 2部】 

講師（①～③の事例発表者）を囲み、酒蔵通り地区及び市内の伝統的な町並みの保存と活用 

について意見交換を行い、まちづくりのヒントを探る。 

〇コーディネーター 米山 淳一氏（横浜歴史資産調査会常務理事） 

（４）対象者  ・西条酒蔵通り地区の住民・地権者 

・伝統的建造物群保存地区に関心のある人 など 

（５）参加費  無料 

（６）主催    東広島市・東広島市教育委員会  

生涯学習部  文化課 

電話：082-420-0977 

都市部  都市計画課 

電話：082-420-0954 

西条酒蔵通り地区の町並みの保存と活用を考えるワークショップの開催 


